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平 成 22 年 度 地 方 競 馬 全 国 協 会 畜 産 振 興 事 業 公 募 要領  

 

制 定   平 成 22 年 2 月 24 日 21 地 全 協 畜 第 87 号  

 

１  総 則  

 地 方 競 馬 全 国 協 会 業 務 方 法 書 第 32 条 第 １ 項 に 規 定 す る 地 方 競 馬 全 国

協 会（ 以 下 「 協 会 」と い う 。 ）が 行 う 補 助 の 対 象 と な る 事 業（ 以 下「 畜

産 振 興 補 助 事 業 」と い う 。）及 び 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 協 会 が 行 う 補 助

の 対 象 と な る 事 業（ 以 下「 競 走 馬 生 産 振 興 事 業 」と い う 。）を 行 う 者（ 以

下「 事 業 実 施 主 体 」と い う 。）の 公 募 に よ る 決 定 は 、畜 産 振 興 事 業 補 助

実 施 要 綱 （ 昭 和 53 年 11 月 14 日 53 地 全 協 畜 第 1793 号 。 以 下 「 畜 産 要

綱 」 と い う 。 ） 及 び 競 走 馬 生 産 振 興 事 業 補 助 実 施 要 綱 （ 平 成 17 年 ３ 月

24 日 16 地 全 協 畜 第 128 号 。 以 下 「 競 走 馬 要 綱 」 と い う 。 ） に 定 め る ほ

か 、 こ の 要 領 の 定 め る と こ ろ に よ る も の と し ま す 。  

 

２  公 募 対 象 事 業 、 事 業 の 内 容 、 補 助 率 等  

   公 募 の 対 象 と な る 事 業 の 内 容 及 び 補 助 率 等 は 、畜 産 振 興 補 助 事 業 に つ

い て は 別 表 １ 、競 走 馬 生 産 振 興 事 業 に つ い て は 別 表 ２ の と お り と し ま す 。 

 

３  応 募 団 体 の 要 件 等  

（ 1）公 募 に 応 募 で き る 団 体（ 以 下「 応 募 団 体 」と い う 。）は 、次 に 掲 げ る

団 体 と し 、個 別 事 業 の 応 募 団 体 は 別 表 １ 及 び 別 表 ２ に 掲 げ る と お り と

し ま す 。  

ア  公 益 社 団 法 人 、公 益 財 団 法 人 、一 般 社 団 法 人 、一 般 財 団 法 人 又 は

特 例 民 法 法 人  

イ  農 業 協 同 組 合 、 農 業 協 同 組 合 連 合 会  

ウ  そ の 他 協 会 が 適 当 と 認 め る 団 体  

（ 2） 応 募 団 体 は 、 次 の 全 て の 要 件 を 満 た す も の と し ま す 。  

ア  当 該 事 業 に 係 る 事 業 （ 以 下 「 応 募 事 業 」 と い う 。） を 行 う 意 思 及

び 具 体 的 計 画 を 有 す る 団 体 で あ る こ と 。  

イ  応 募 事 業 を 適 切 に 実 施 で き る 能 力 及 び 知 見 を 有 す る 団 体 で あ る

こ と 。  

ウ  応 募 事 業 に 係 る 経 理 及 び そ の 他 の 事 務 に つ い て 、適 切 な 管 理 体 制

及 び 処 理 能 力 を 有 す る 団 体 で あ る こ と 。   

エ  日 本 国 内 に 所 在 し 、補 助 事 業 及 び 交 付 さ れ た 補 助 金 の 適 正 な 執 行

に 関 し 責 任 を 持 つ こ と が で き る 団 体 で あ る こ と 。  

オ  畜 産 振 興 補 助 事 業 の 応 募 団 体 で 都 道 府 県 の 区 域 内 を 事 業 地 区 と

す る 団 体 に あ っ て は 、都 道 府 県 の 畜 産 主 務 部 局 の 適 切 な 指 導 を 受 け

ら れ る こ と 。  
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４  事 業 実 施 期 間  

事 業 実 施 期 間 は 、 平 成 22 年 度 （ 平 成 22 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 23 年 ３

月 31 日 ま で ） と し ま す 。  

 

５  補 助 対 象 経 費 の 範 囲  

補 助 の 対 象 と な る 経 費 は 、事 業 の 実 施 に 直 接 必 要 な 経 費 で あ っ て 、畜

産 要 綱 別 表 又 は 競 走 馬 要 綱 別 表 の「 補 助 の 対 象 」に 定 め る 経 費 と し ま す 。 

応 募 に 当 た っ て は 、事 業 実 施 期 間 中 に お け る 所 要 額 を 算 出 し て い た だ

く こ と が あ り ま す 。  

な お 、経 費 の 使 用 に 当 た っ て は 、「 平 成 22 年 度 地 方 競 馬 全 国 協 会 畜 産

振 興 事 業 に 係 る 補 助 金 の 使 用 上 の 留 意 点 」に 定 め る 事 項 を 遵 守 し て く だ

さ い 。  

さ ら に 、補 助 対 象 経 費 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税

額（ 補 助 対 象 経 費 に 含 ま れ る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 の う ち 、消 費

税 法 （ 昭 和 63 年 法 律 第 108 号 ） の 規 定 に よ り 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 額 と

し て 控 除 で き る 部 分 の 金 額 及 び 当 該 金 額 に 地 方 税 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第

226 号 ）の 規 定 に よ る 地 方 消 費 税 の 税 率 を 乗 じ て 得 た 金 額 の 合 計 額 に 補

助 率 を 乗 じ て 得 た 金 額 を い う 。） が あ る 場 合 は 、 こ れ を 当 該 補 助 金 の 応

募 額 か ら 減 額 し て 申 請 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

６  応 募 の 手 続 き  

 (1)  応 募 書 類  

ア  応 募 す る 事 業 ご と に 応 募 書 類 を 作 成 し 、必 要 部 数 を 以 下 の 提 出 期 間

内 に 提 出 し て く だ さ い 。  

イ  応 募 書 は 、 以 下 の 書 類 に よ っ て 構 成 さ れ ま す 。  

(ア ) 平 成 22 年 度 地 方 競 馬 全 国 協 会 畜 産 振 興 事 業 応 募 書 （ 様 式 １ ）  

(イ ) 事 業 実 施 体 制 （ 様 式 ２ ）  

(ウ ) 事 業 計 画 書（ 様 式 ３ － 畜 産 振 興 補 助 事 業 に あ っ て は 、畜 産 要 綱

様 式 第 １ 号 の ７ に 、競 走 馬 生 産 振 興 事 業 に あ っ て は 、競 走 馬 要 綱

様 式 第 １ 号 の ７ に 準 じ て 作 成 し て く だ さ い 。）  

(エ ) 応 募 団 体 に お け る 応 募 事 業 に 関 す る 取 組 等 （ 様 式 ４ ）  

  ウ  別 表 １ の 「 Ⅱ － (1)地 域 畜 産 支 援 指 導 等 体 制 強 化 」 を 都 道 府 県 の 区

域 内 を 事 業 地 区 と し て 行 お う と す る 団 体 に あ っ て は 、上 記 応 募 書 の 他

「 平 成 22 年 度 畜 産 振 興 補 助 事 業 に 係 る 調 査 票（ 様 式 ５ ）」及 び「 都 道

府 県 の 推 薦 書 （ 様 式 ６ ）」 を 1 部 添 付 し て く だ さ い 。  

(2) 応 募 方 法  

 ア  提 出 期 間  

   平 成 22 年 3 月 17 日 （ 水 ） か ら 平 成 22 年 4 月 1 日 （ 木 ）（ 最 終 日  

午 後 5 時 必 着 ） と し ま す 。  
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イ  提 出 先 ・ 問 合 せ 先  

提 出 先 ： 〒 106-86 39  東 京 都 港 区 麻 布 台 2－ 2－ 1 麻 布 台 ビ ル  

          地 方 競 馬 全 国 協 会  畜 産 振 興 部  

問 合 せ 先 ： 同 畜 産 振 興 部  

電 話 ： 03-3583- 21 46  フ ァ ク シ ミ リ ： 03-358 3-8 87 4 

電 子 メ ー ル ： chikush in@ na r.k ei ba. go .jp 

 た だ し 、問 い 合 わ せ に つ い て は 、（ 月 ）～（ 金 ）（ 祝 祭 日 を 除 く 。）

で 、 午 前 10 時 00 分 ～ 午 後 4 時 30 分 （ 正 午 ～ 午 後 1 時 を 除 く 。）

と し ま す 。  

ウ  提 出 書 類 及 び 部 数  

応 募 す る 事 業 ご と に 次 に 掲 げ る 書 類 を 一 つ の 封 筒 に 入 れ 、『 平 成

22 年 度 畜 産 振 興 事 業 応 募 書 類 』と 表 に 朱 書 の う え 提 出 し て く だ さ い 。 

な お 、 提 出 さ れ た 応 募 書 類 は 返 却 し ま せ ん 。  

(ア ) 本 要 領 ６ (１ )イ に 掲 げ る 書 類 （ 様 式 １ ～ ４ ）  

８ 部 （ 正 １ 部 、 副 ７ 部 ）  

 本 要 領 ６ (１ )ウ に 該 当 す る 場 合 の 書 類 （ 様 式 ５ 、 ６ ） １ 部  

(イ ) 定 款 又 は 寄 附 行 為 等 の 応 募 団 体 の 活 動 が わ か る 資 料  

２ 部 （ 正 １ 部 、 副 １ 部 ）  

(ウ ) 平 成 20 事 業 年 度 の 事 業 及 び 決 算 報 告 書  

２ 部 （ 正 １ 部 、 副 １ 部 ）  

(エ ) 応 募 書 類 チ ェ ッ ク シ ー ト （ 様 式 ７ ）  １ 部  

(オ ) 受 付 確 認 用 返 信 は が き  １ 葉  

注 ： 複 数 の 事 業 に 応 募 す る 場 合 は 、 (イ )及 び (ウ )の 書 類 を 重 複 し

て 添 付 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。 こ の 場 合 、 (イ )及 び (ウ )の 書 類

を ど の 応 募 事 業 の 応 募 書 類 に 添 付 し た か を 明 記 し て く だ さ い 。  

  (3) 応 募 書 類 の 提 出 に 当 た っ て の 注 意 事 項  

ア  応 募 書 類 の 提 出 は 、原 則 と し て「 郵 送 又 は 宅 配 便（ 含 バ イ ク 便 ）」

と し 、 や む を 得 な い 場 合 に は 、「 持 参 」 も 可 能 と し ま す が 、「 フ ァ

ク シ ミ リ 」 及 び 「 電 子 メ ー ル 」 に よ る 提 出 は 受 け 付 け ま せ ん 。  

イ  郵 送 す る 場 合 は 、 簡 易 書 留 等 を 利 用 し 、 配 達 さ れ た こ と が 証 明

で き る 方 法 に よ っ て く だ さ い 。 ま た 、 提 出 期 間 内 に 必 着 す る よ う

に し て く だ さ い 。  

ウ  応 募 書 類 が 提 出 期 間 内 に 到 着 し な か っ た 場 合 は 、 い か な る 理 由

が あ ろ う と 無 効 に な り ま す 。 ま た 、 応 募 書 類 に 不 備 等 が あ る 場 合

は 、 審 査 対 象 と は な り ま せ ん の で 、 こ の 要 領 を 熟 読 の う え 、 注 意

し て 記 入 し て く だ さ い 。  

な お 、 応 募 書 の フ ォ ー マ ッ ト は 変 更 し な い で く だ さ い 。  

エ  応 募 書 類 の 提 出 後 に 修 正 の あ る 場 合 は 、 提 出 期 間 内 に 、 応 募 書

類 一 式 を 再 度 、 提 出 願 い ま す 。  

オ  応 募 書 は 必 ず 日 本 工 業 規 格 A４ サ イ ズ の 用 紙 を 使 用 し 、両 面 印 刷
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で 提 出 し て く だ さ い 。（ 応 募 書 の 様 式 は 、 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ よ り ダ

ウ ン ロ ー ド で き ま す 。）ま た 、応 募 書 は 、本 要 領 ６ (1)（ ア ）～ (エ )

の 順 （ 様 式 １ ～ ４ ） に 一 括 し て 左 ２ か 所 の ホ ッ チ キ ス 止 め と し 、

ペ ー ジ 中 央 下 段 に 通 し ペ ー ジ を 付 け て く だ さ い 。  

カ  受 付 確 認 用 返 信 は が き の 表 面 に は 応 募 団 体 名 、 郵 便 番 号 及 び 住

所 を 記 載 し て 下 さ い 。（ 私 製 は が き を ご 利 用 の 場 合 は 、 50 円 切 手

を 貼 付 し て く だ さ い 。）  

キ  応 募 書 類 は 、 応 募 事 業 ご と に 一 つ の 封 筒 を 利 用 し 、 書 類 一 式 を

入 れ て 提 出 し て く だ さ い 。  

な お 、そ の 際 、「 応 募 書 類 チ ェ ッ ク シ ー ト 」は 、応 募 書 類 の 一 番

上 面 に し て 封 入 し て く だ さ い 。  

    ク  都 道 府 県 を 事 業 区 域 と す る 補 助 事 業 に あ っ て は 、 応 募 書 類 （ 様

式 １ ～ ４ 、「 Ⅱ － (1)地 域 畜 産 支 援 指 導 等 体 制 強 化 」 に あ っ て は 、

様 式 １ ～ ５ ） の 写 し を 都 道 府 県 畜 産 主 務 部 局 （ 畜 産 振 興 補 助 事 業

の 応 募 の 場 合 ） ま た は 地 方 競 馬 主 催 者 （ 競 走 馬 生 産 振 興 事 業 の 応

募 の 場 合 ） に 提 出 し て く だ さ い 。  

 

７  事 業 実 施 主 体 候 補 者 の 選 定  

（ 1） 審 査 の 方 法 及 び 手 順  

   ア  事 前 審 査  

提 出 さ れ た 応 募 書 類 は 、 協 会 畜 産 振 興 部 に お い て 、 応 募 の 要 件

（ 応 募 団 体 の 要 件 、 事 業 実 施 期 間 、 応 募 の 制 限 等 ） を 満 た す こ と

及 び 提 出 さ れ た 書 類 が 整 っ て い る こ と を 確 認 し ま す 。 こ の 際 、 必

要 に 応 じ て 問 い 合 わ せ を さ せ て い た だ き ま す 。  

な お 、 本 審 査 で 応 募 要 件 等 を 満 た し て い な い と 認 め ら れ た 応 募

に つ い て は 、 以 降 の 審 査 の 対 象 か ら 除 外 し ま す 。  

イ  審 査 委 員 会 に よ る 審 査  

（ ア ） 協 会 に 設 置 す る 畜 産 振 興 事 業 に 係 る 審 査 委 員 会 （ 以 下 「 審 査

委 員 会 」と い う 。）は 、応 募 書 類 を 審 査 し 、応 募 事 業 ご と に 事 業

実 施 主 体 候 補 者 を 選 定 し ま す 。 ま た 、 審 査 委 員 会 が 必 要 と 認 め

た 場 合 は 、 応 募 団 体 等 か ら 応 募 内 容 、 事 業 実 施 体 制 等 に つ い て

ヒ ア リ ン グ や 追 加 資 料 の 提 出 等 を お 願 い す る こ と が あ り ま す 。

ヒ ア リ ン グ へ の 参 加 要 請 に つ い て は 、事 前 に 別 途 、通 知 し ま す 。  

  な お 、 ヒ ア リ ン グ に 出 席 し な か っ た 場 合 は 、 応 募 を 辞 退 し た

も の と み な し ま す 。  

（ イ ） 審 査 は 非 公 開 で 行 わ れ ま す 。 ま た 、 審 査 委 員 に は 、 委 員 と し

て 取 得 す る こ と の で き た 一 切 の 情 報 を 、 委 員 の 職 に あ る 期 間 だ

け で な く 、 そ の 職 を 退 い た 後 に お い て も 第 三 者 に 漏 洩 し な い こ

と 、 情 報 を 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 す る こ と 等 の 秘 密

保 持 の 遵 守 が 義 務 づ け ら れ ま す 。  
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（ ウ ） 審 査 の 経 過 は 通 知 し ま せ ん 。 ま た 、 お 問 い 合 わ せ に も 応 じ ら

れ ま せ ん 。  

な お 、 提 出 さ れ た 応 募 書 類 等 の 審 査 資 料 の 返 還 に は 応 じ ら れ

ま せ ん の で ご 了 承 願 い ま す 。  

(2) 応 募 の 制 限  

地 方 競 馬 全 国 協 会 補 助 事 業 等 監 査 実 施 要 綱 （ 昭 和 53 年 5 月 31 日 昭

和 53 年 度 達 第 2 号 ）第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 、補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 の

返 還 を 求 め ら れ て い る 者 に つ い て は 、 審 査 委 員 会 の 審 査 の 対 象 か ら 除

外 す る 場 合 が あ り ま す 。  

(3) 事 業 実 施 主 体 候 補 者 の 決 定  

審 査 委 員 会 に お い て 事 業 実 施 主 体 候 補 者 を 選 定 し ま す 。こ の 審 査 結 果

に 基 づ い て 、 協 会 理 事 長 が 事 業 実 施 主 体 候 補 者 を 最 終 決 定 し ま す 。  

(4) 審 査 の 観 点  

審 査 の 具 体 的 な 観 点 は 、 以 下 の と お り で す 。  

 ア  応 募 団 体 は 、そ の 設 置 目 的 か ら み て 、応 募 事 業 の 事 業 実 施 主 体 と し

て 適 切 で あ る と と も に 、応 募 事 業 の 趣 旨 、目 的 、内 容 を 十 分 理 解 し て

い る か 。  

 イ  応 募 団 体 は 、 応 募 事 業 を 行 う 意 思 及 び 具 体 的 計 画 を 有 し て い る か 。 

 ウ  応 募 団 体 は 、応 募 事 業 を 適 切 に 実 施 で き る 能 力 及 び 知 見 を 有 し て い

る か 。  

エ  応 募 団 体 は 、応 募 事 業 に 係 る 経 理 及 び そ の 他 の 事 務 に つ い て 、適 切

な 管 理 体 制 及 び 処 理 能 力 を 有 す る と と も に 責 任 体 制 は 明 確 で あ る か 。 

 オ  応 募 団 体 は 、日 本 国 内 に 所 在 し 、補 助 事 業 及 び 交 付 さ れ た 補 助 金 の

適 正 な 執 行 に 関 し 責 任 を 持 つ こ と が で き る か 。  

カ  都 道 府 県 の 区 域 内 を 事 業 地 区 と す る 畜 産 振 興 補 助 事 業 の 応 募 団 体

に あ っ て は 、 都 道 府 県 の 適 切 な 指 導 を 受 け ら れ る か 。  

(5) 審 査 結 果 の 通 知 及 び 公 表  

審 査 の 結 果（ 採 択 又 は 不 採 択 ）に つ い て は 、速 や か に 応 募 団 体 に 対 し

て 通 知 し ま す 。こ の 採 択 の 通 知 は 、補 助 金 交 付 の 候 補 と な っ た こ と を お

知 ら せ す る も の で す 。  

な お 、採 択 を 通 知 し た 事 業 実 施 主 体 候 補 者 に つ い て は 、そ の 名 称 、補

助 事 業 名 等 を 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 し ま す 。  

 

８  事 業 の 実 施 及 び 補 助 金 の 交 付 に 必 要 な 手 続 き 等  

７ の (5)に よ る 採 択 通 知 を 受 け た 事 業 実 施 主 体 候 補 者 は 、 協 会 が 定 め

る 畜 産 要 綱 第 ５ 条 又 は 競 走 馬 要 綱 第 ５ 条 に よ る 補 助 事 業 の 選 定 の 申 請

を 行 う 必 要 が あ り ま す 。  

な お 、補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 事 業 実 施 主 体 に つ い て は 、そ の 名

称 、 補 助 事 業 名 、 補 助 金 額 等 を 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 し ま す 。  
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９  事 業 実 施 主 体 の 責 務 等  

事 業 実 施 主 体 は 、事 業 の 実 施 及 び 交 付 さ れ る 補 助 金 の 執 行 に 当 た っ て 、

以 下 の 条 件 を 守 ら な け れ ば な り ま せ ん 。  

(1) 事 業 の 推 進  

事 業 実 施 主 体 は 、畜 産 要 綱 又 は 競 走 馬 要 綱 を 遵 守 し 、事 業 の 推 進 全 般

に つ い て の 責 任 を 持 た ね ば な り ま せ ん 。  

(2) 補 助 金 の 経 理 管 理  

交 付 を 受 け た 補 助 金 の 経 理 管 理 に 当 た っ て は 、次 の 点 に 留 意 す る 必 要

が あ り ま す 。  

ア  事 業 実 施 主 体 は 、畜 産 要 綱 又 は 競 走 馬 要 綱 に 基 づ き 、交 付 さ れ た 補

助 金 の 一 部 を 間 接 補 助 金（ 事 業 実 施 主 体 が 、協 会 の 交 付 す る 補 助 金 の

全 部 又 は 一 部 を 財 源 と し て 、当 該 補 助 金 の 交 付 の 目 的 に 従 っ て 交 付 す

る も の を い う 。） と し て 間 接 補 助 事 業 者 （ 間 接 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と

な る 事 業 を 行 う 者 を い う 。以 下 同 じ 。）に 補 助 金 と し て 交 付 す る ほ か 、

協 会 が 認 め た 場 合 は 、交 付 さ れ た 補 助 金 の 一 部 を 、委 託 先 に 委 託 費 と

し て 支 出 す る こ と が で き ま す 。  

こ の 場 合 に お い て 、 事 業 実 施 主 体 は 、 補 助 事 業 全 体 の 責 任 者 と し

て 、 間 接 補 助 事 業 者 及 び 委 託 先 に お け る 補 助 金 の 経 理 管 理 状 況 に つ

い て 、 定 期 的 に 報 告 等 を 求 め る な ど 、 補 助 金 の 交 付 の 条 件 に 違 反 す

る こ と に な ら な い よ う に す る と と も に 、 補 助 金 全 体 の 適 切 か つ 円 滑

な 経 理 管 理 が 行 わ れ る よ う に し な け れ ば な り ま せ ん 。  

イ  事 業 実 施 主 体 及 び 間 接 補 助 事 業 者 は 、補 助 金 の 経 理 管 理 状 況 を 常 に

把 握 す る と と も に 、補 助 金 の 使 用 に 当 た っ て は 、諸 規 程 の 趣 旨 に 従 い 、

公 正 か つ 最 小 の 費 用 で 最 大 の 効 果 が あ げ ら れ る よ う に 経 費 の 効 率 的

使 用 に 努 め な け れ ば な り ま せ ん 。  

ウ  事 業 実 施 主 体 及 び 間 接 補 助 事 業 者 は 、補 助 金 の 経 理 管 理（ 預 金 口 座

の 管 理 、会 計 帳 簿 へ の 記 帳・整 理 保 管 、機 器 設 備 等 財 産 の 取 得 及 び 管

理 等 ） を 、 当 該 団 体 の 会 計 部 局 等 に お い て 実 施 し て く だ さ い 。  

(3) フ ォ ロ ー ア ッ プ  

協 会 は 事 業 実 施 期 間 中 、所 期 の 目 的 が 達 成 さ れ る よ う 、事 業 実 施 主 体

に 対 し 、補 助 事 業 実 施 上 必 要 な 指 導・助 言 等 を 行 う と と も に 、事 業 の 進

捗 状 況 に つ い て 必 要 な 調 査（ 現 地 調 査 を 含 む 。）を 行 う こ と が あ り ま す 。

ま た 、補 助 事 業 の 年 度 途 中 に お け る 事 業 の 進 捗 状 況 及 び 交 付 を 受 け た 補

助 金 の 使 用 状 況 に つ い て の 報 告 を 事 業 実 施 主 体 に お 願 い す る こ と が あ

り ま す 。  

 (4) 取 得 財 産 の 管 理  

補 助 事 業 に よ り 取 得 し た 設 備 等 の 財 産 の 所 有 権 は 、事 業 実 施 主 体 又 は

間 接 補 助 事 業 者 に 帰 属 し ま す 。  

た だ し 、 財 産 管 理 、 処 分 等 に 関 し て は 、 次 の よ う な 制 限 が あ り ま す 。 

ア  補 助 事 業 に よ り 取 得 し 、又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 に つ い て は 、補 助
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事 業 終 了 後 も 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 し 、補 助 金 交 付 の 目 的

に 従 っ て 効 果 的 運 用 を 図 ら な け れ ば な り ま せ ん 。  

イ  補 助 事 業 に よ り 取 得 し 、又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 で あ っ て 協 会 が 指

定 す る も の を 、事 前 に 協 会 の 承 認 を 受 け な い で 、補 助 金 交 付 の 目 的 に

反 し て 使 用 し 、譲 渡 し 、交 換 し 、貸 し 付 け し 、又 は 担 保 に 供 す る こ と

は で き ま せ ん 。  

   な お 、 承 認 に あ た っ て は 必 要 な 条 件 を 付 す こ と が あ り ま す 。  

(5) 収 益 状 況 の 報 告 及 び 収 益 納 付  

   技 術 開 発 等 を 内 容 と す る 事 業 に つ い て は 、事 業 実 施 期 間 中 及 び 実 施 期

間 終 了 後 ５ 年 間 、毎 年 度 、補 助 事 業 に よ る 事 業 成 果 の 実 用 化 等 に 伴 う 収

益 の 状 況 を 、収 益 の 有 無 に か か わ ら ず 、協 会 へ の 報 告 が 義 務 づ け ら れ る

場 合 が あ り ま す 。ま た 、実 施 期 間 終 了 後 ５ 年 間 に お い て 、事 業 成 果 の 実

用 化 、知 的 財 産 権 の 譲 渡・実 施 権 の 設 定 又 は そ の 他 当 該 事 業 の 成 果 の 他

へ の 供 与 に よ り 相 当 の 収 益 を 得 た と 認 め ら れ た 場 合 に は 、そ の 収 益 の 全

部 又 は 一 部 を 協 会 に 納 付 し て い た だ く こ と が あ り ま す 。  

(6) そ の 他  

そ の 他 協 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 義 務 が 課 さ れ る こ と が あ り ま す 。  



事業名 応募団体 事業の内容 補助率等

Ⅰ　馬の改良増殖推進事業
(1)登録推進

３（１）ア
農用馬の改良増殖を図るため、家畜改良増殖法に基づ
く農用馬の登録を実施するのに必要な経費について補
助する。

定額

Ⅰ　馬の改良増殖推進事業
(2)種雄馬の導入（農用馬）

３（１）ア
３（１）イ

農用馬の改良増殖を図るため、社団法人日本馬事協会
の種馬登録規程に基づく輓系馬の種雄馬を導入するの
に必要な経費について補助する。

定額

Ⅰ　馬の改良増殖推進事業
(3)農用種雌馬の改良増殖推進
①奨励金交付事業

３（１）ア
３（１）イ

農用馬の改良増殖を図るため、都道府県の馬産振興計
画に基づき農用種雌馬を導入又は自家保留した飼養者
に対して、純粋種繁殖奨励金又は農用種雌馬繁殖奨励
金を交付するのに必要な経費について補助する。

定額

Ⅰ　馬の改良増殖推進事業
(3)農用種雌馬の改良増殖推進
②導入貸付事業

３（１）ア
３（１）イ

農用馬の改良増殖を図るため、都道府県の馬産振興計
画に基づき農用種雌馬を導入し、飼養者に３年以上の
貸付契約により貸し付けるのに必要な経費について補
助する。

定額

Ⅰ　馬の改良増殖推進事業
(4)農用馬の繁殖奨励
①優良種雄馬繁殖奨励

３（１）ア
３（１）イ

種雄馬の維持活用を図るため、社団法人日本馬事協会
の種馬登録規程に基づく輓系馬の優良種雄馬を自ら管
理するか、又は飼養者に対し種付奨励金を交付するの
に必要な経費について補助する。

定額

Ⅰ　馬の改良増殖推進事業
(4)農用馬の繁殖奨励
②子馬生産奨励

３（１）ア
３（１）イ

農用馬の生産を促進するため、農用馬を生産した者に
対し、生産奨励金を交付するのに必要な経費について
補助する。

定額

Ⅰ　馬の改良増殖推進事業
(4)農用馬の繁殖奨励
③改良促進奨励
〔改良促進奨励〕

３（１）ア
３（１）イ

農用馬のけん引能力の改良を図るため、別に定める要
件を満たす種雄馬又は種雌馬を飼養していた者に対し
て改良促進奨励金を交付するのに必要な経費について
補助する。

定額

Ⅰ　馬の改良増殖推進事業
(4)農用馬の繁殖奨励
③改良促進奨励
〔保留奨励〕

３（１）ア
３（１）イ

優良種雌馬の資源確保を図るため、別に定める要件を
満たす種雌馬を飼養していた者に対して保留奨励金を
交付するのに必要な経費について補助する。

定額

Ⅰ　馬の改良増殖推進事業
(4)農用馬の繁殖奨励
④生産技術指導

３（１）ア
３（１）イ

農用馬の生産振興を図るため、都道府県の馬産振興計
画に基づき生産技術指導を行う者に指導奨励金を交付
するのに必要な経費について補助する。

定額

Ⅰ　馬の改良増殖推進事業
(5)その他
農用馬生産振興推進

３（１）ア
３（１）イ
３（１）ウ

農用馬の生産振興を図るため、効果的な生産振興策の
検討及び生産者の生産意欲向上のための優良農用馬生
産者等を表彰する事業を実施するのに必要な経費につ
いて補助する。

定額

平成22年度地方競馬全国協会畜産振興事業公募要領　別表１(畜産振興補助事業)  

（注）各事業の応募団体欄は、公募に応募できる本要領３（１）に掲げる団体を略記しています。



事業名 応募団体 事業の内容 補助率等

Ⅰ　馬の改良増殖推進事業
(5)その他
優良農用馬資源確保緊急特別対策

３（１）ア
３（１）イ
３（１）ウ

農用馬の生産意欲の高揚を図るため、別に定める要件
を満たす事業を実施するのに必要な経費について補助
する。

定額

３（１）ア

地域畜産の振興を図るため、都道府県の支援を受け
て、自らの体制強化と別に定める要件を満たす次のい
ずれかの事業を実施するのに必要な経費について補助
する。
ア　畜産の担い手育成・確保・増強に向けた体制の強
　化を図る事業
イ　地域畜産に対する理解増進等畜産関連公益活動体
　制の強化を図る事業
ウ　地域畜産の活性化推進の強化を図る事業
エ　馬事・畜産普及啓発の推進体制の強化を図る事業

定額

３（１）ア
地域畜産の振興を図るため、都道府県において上記事
業の事業実施主体が業務を適切かつ円滑に行えるよう
支援・指導を行うのに必要な経費について補助する。

定額

Ⅱ　畜産経営技術指導事業
(2)その他
馬の装削蹄技術講習及び装蹄師の養成

３（１）ア
３（１）イ
３（１）ウ

馬の装削蹄技術の向上を図るための講習会等を開催す
るのに必要な経費及び装蹄師の養成に係る講習会を開
催するのに必要な経費について補助する。

定額

Ⅲ　畜産経営合理化事業
６家畜衛生推進
その他
馬飼養衛生管理特別対策

３（１）ア
３（１）イ
３（１）ウ

馬の飼養衛生管理体制の総合的な整備を図るために必
要な経費について補助する。

定額

Ⅴ　その他畜産振興事業
その他
畜産フェア普及特別対策

３（１）ア
３（１）イ
３（１）ウ

畜産思想の普及拡大を目的として、別に定める要件を
満たす畜産物の実証展示（無料配布を含む。）を実施
するのに必要な経費について補助する。

定額

Ⅴ　その他畜産振興事業
その他
馬事畜産振興推進

３（１）ア
３（１）イ
３（１）ウ

馬事及び畜産の振興に資する普及啓発等を実施するの
に必要な経費について補助する。

定額

Ⅱ　畜産経営技術指導事業
(1)地域畜産支援指導等体制強化

（注）各事業の応募団体欄は、公募に応募できる本要領３（１）に掲げる団体を略記しています。



事業名 応募団体 事業の内容 補助率等

Ⅰ　競走馬の改良増殖推進事業
(1)軽種馬の登録推進

３（１）ア
軽種馬の改良増殖を図るため、家畜改良増殖法に基づき軽
種馬の登録を実施するのに必要な経費について補助する。

定額

Ⅰ　競走馬の改良増殖推進事業
(2)その他
軽種馬の生産育成指導

３（１）ア
３（１）イ

軽種馬の改良増殖とその流通の円滑化を図るため、軽種馬
の生産育成指導を行う事業を実施するのに必要な経費につ
いて補助する。

定額

Ⅱ　競走馬の防疫衛生対策事業
(1)生産育成地馬防疫推進

３（１）ア
３（１）ウ

生産育成地での伝染性疾病予防を図るため、1歳馬、2歳馬
及び繁殖牝馬の競走用育成馬等（軽種及び重種）に対し、
予防接種を実施するのに必要な経費について補助する。

定額

Ⅱ　競走馬の防疫衛生対策事業
(2)その他
競走馬防疫促進対策

３（１）ア
３（１）ウ

地方競馬における馬の自衛防疫体制を確立するため、防疫
体制の強化を図るための事業を実施するのに必要な経費に
ついて補助する。

定額

Ⅱ　競走馬の防疫衛生対策事業
(2)その他
育成馬等の予防接種対策

３（１）ア
３（１）ウ

地方競馬において育成馬等を疾病から保護するため、ワク
チン接種事業を実施するのに必要な経費について補助す
る。

定額

Ⅱ　競走馬の防疫衛生対策事業
(2)その他
馬防疫衛生推進

３（１）ア
３（１）ウ

馬の防疫衛生と診療業務の諸課題に対応するため、獣医技
術向上の推進するとともに馬の健康管理の強化を図るため
の事業を実施するのに必要な経費について補助する。

定額

Ⅲ　経営基盤強化対策事業
 軽種馬経営構造改革支援
 (軽種馬生産基盤整備対策)

３（１）ア

事業実施主体が作成した軽種馬経営構造改革支援事業実施
要領(軽種馬生産基盤整備対策)に基づき、強い馬づくりを
推進するため、狭隘な放牧地の拡充、遊休農地の活用、採
草地から放牧地への転換等により、昼夜放牧等に対応でき
る一定の面積を有する放牧地を整備するのに必要な経費に
ついて補助する。

定額

Ⅲ　経営基盤強化対策事業
 軽種馬経営高度化指導研修
 （軽種馬経営技術指導者養成・技術普及）

３（１）ア

事業実施主体が作成した軽種馬経営高度化指導研修事業実
施要領（軽種馬経営技術指導者養成・技術普及）に基づ
き、技術指導者の養成のための研修、生産者等に対する技
術普及指導、専門技術者による巡回指導及び生産育成技術
に関するデータベースの構築等を実施するのに必要な経費
について補助する。

定額

Ⅲ　経営基盤強化対策事業
 軽種馬経営高度化指導研修
 （人材養成支援）

３（１）ア

事業実施主体が作成した軽種馬経営高度化指導研修事業実
施要領（人材養成支援）に基づき、生産育成牧場の就業者
の養成施設で学ぶ者に対する修学奨励金の交付、就業者に
対し、高度な知識・技術の習得を図るための海外研修及び
生産育成牧場への就業者参入を促進させるのに必要な経費
について補助する。

定額

Ⅲ　経営基盤強化対策事業
 優良繁殖馬導入促進
 （優良種牡馬整備）

３（１）ア

事業実施主体が作成した優良繁殖馬導入促進事業実施要領
（優良種牡馬整備）に基づき、強い馬づくりを推進するた
め、優良種牡馬の導入による全国規模での種牡馬の供給体
制を整備するのに必要な経費について補助する。

1頭あたりの種牡
馬導入費
750,000,000円ま
では定額とし、
これを超える額
は2/3以内とす
る。推進事務費
は定額

Ⅲ　経営基盤強化対策事業
 優良繁殖馬導入促進
 （優良繁殖牝馬導入促進）

３（１）ア

事業実施主体が作成した優良繁殖馬導入促進事業実施要領
(優良繁殖牝馬導入促進）に基づき、優良な繁殖牝馬群を
整備するため、担い手生産者等の優良繁殖牝馬導入を促進
させるのに必要な経費について補助する。

定額

Ⅲ　経営基盤強化対策事業
 軽種馬海外流通促進

３（１）ア

事業実施主体が作成した軽種馬海外流通促進事業実施要領
に基づき、海外の軽種馬市場及び取引に関する調査、海外
顧客誘致活動、相手国に対する生産・育成技術の供与、国
内における輸出環境の整備等を推進することにより、国内
生産馬の海外への販路拡大を図るのに必要な経費について
補助する。

定額

平成22年度地方競馬全国協会畜産振興事業公募要領　別表２(競走馬生産振興事業)

(注）各事業の応募団体欄は、公募に応募できる本要領３（１）に掲げる団体を略記しています。



 

平成 22 年度地方競馬全国協会畜産振興事業に係る補助金の使用上の留意点  （公募要領 5 の関係） 

区  分 使 用 の 範 囲 留  意  点 

補助の対象と 

しないもの 

（例示） 

会議費 
・補助事業に係る会議の経費であ

ること。 

・会議中の飲み物（茶等）とする。  

 

会場借上料 

・補助事業に係る会議室借料(放送

設備及び冷暖房費等含む。）であ

ること。 

・過大とならない看板代等会場費用の

一部と認められるものは、補助対象

とする。 

 

旅費 

（講師旅費） 

（委員旅費） 

（調査員旅費） 

（職員旅費） 

（引率者旅費） 

（発表者旅費） 

 

・原則として、事業実施主体の旅

費規程により支給されるもので

あること。 

・補助事業に係る会議、調査、指

導等に要するものであること。 

 

・依頼出張により、相手側の旅費規程

により旅費を支給する場合は、旅費

の算出根拠を明確にすること。 

・講師及び委員旅費の支給は、講師及

び委員として委嘱した者に限る。 

・職員旅費は補助事業に係るものに限

定すること。なお、職員旅費の支給

対象者は、事業実施主体の役職員、

常勤嘱託、有給非常勤嘱託及び臨時

職員（以下「役職員等」という。）と

する。 

・当該団体及び関連団体の総会への出

席は補助対象としない。 

・地全協への申請手続き等に要する旅

費は補助対象としない。 

・補助事業に係る出張と連続して他の

業務に係る出張がある場合は、それ

ぞれの業務に旅費を区分すること。

なお、他の業務に係る旅費について

は、補助対象外とする。 

・グリーン料金 

・原則として、タク

シー及びレンタカ

ー料金（交通手段

がない、経済的、

効率的等の理由が

ある場合を除く。

ただし、この場合

にあっても事前に

当協会の了解を得

ること。） 

 

講師謝金 

委員謝金 

農家謝金 

（調査協力） 

・補助事業に係る講師、委員、調

査員、農家研修に係る農家に対

する謝金であること。 

・事業実施主体の役職員等への謝金は

補助対象外とする。 

・国家公務員及び地方公務員（教育・

研究公務員を除く。）への謝金は補助

対象外とする。 

 

資料作成費 

・補助事業に係る会議、委員会等

で使用する資料であること。 

・事業実施主体の複写機等で作成する

場合は、その費用の積算を明確にす

ること。 

・下記「印刷費」以外の印刷物、例え

ば調査票等の印刷費は当該費目で対

応すること。 

 

印刷費 

・補助事業に係るテキスト、パン

フレット、報告書及び指導書と

する。なお、情報誌等定期刊行

物については、事業推進のため

特に必要なものに限る。 

・選定申請書の作成にあたっては、テ

キスト印刷費、報告書印刷費と表示

すること。なお、テキスト作成費と

する場合は、印刷費と原稿料とに区

分して表示すること。 

 

原稿料 

・補助事業に係るテキスト、報告

書、情報誌等の原稿に係るもの

であること。 

・事業実施主体の役職員等への原稿料

は、補助対象外とする。 

・選定申請書の作成にあたっては、テ

キスト原稿料、報告書原稿料と表示

すること。 

 

翻訳料 
・補助事業に係る外国文献の翻訳

料であること。 

・事業実施主体の役職員等への翻訳料

は補助対象外とする。 

 

資料収集費 

・補助事業に係る文献等の収集費

であること。 

・補助事業を推進するために必要な文

献に限る。新聞及び定期刊行物等は

補助対象外とする。 

・新聞 

・定期刊行物 

賃貸料 
・OA機器類等 ・按分により費用を算出したものにつ

いては、算出根拠を明示できること。 

 



区  分 使 用 の 範 囲 留  意  点 

補助の対象と 

しないもの 

（例示） 

通信運搬費 

・補助事業に係る郵便料金、電話

料金、送料、送金手数料等とす

る。 

・支出にあたっては、概ね交付決定し

た通信運搬費の額の範囲内であるこ

と。 

・按分により費用を算出したものにつ

いては、算出根拠を明示できること。 

・輸送のためのタク

シー等の料金 

消耗品費 

・補助事業に係る一般的な事務用

品（用紙、電池、鉛筆、ボール

ペン等）とする。 

 

・支出にあたっては、概ね交付決定し

た消耗品費の額の範囲内であるこ

と。 

・按分により費用を算出したものにつ

いては、算出根拠を明示できること。 

・備品に類するもの 

技術料 

・当該事業の業務を行う事業実施

主体の役職員等（ただし、有給

非常勤嘱託を除く。）とし、補助

の対象は本俸、諸手当（退職給

与、時間外勤務手当は除く。）、

社会保険料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・退職給与引当金に充当しないこと。 

・職員及び常勤嘱託等の時間外手当に

技術料を充当しないこと。 

・選定申請書に係る技術料の単価は、

技術料を補助対象とする個人ごとの

1日あたりの従事予定単価（以下「個

人別従事予定単価」という。）とし、

個人別従事予定単価に当該事業の従

事予定日数を乗じて得た額を補助の

対象経費（補助金の額にあっては、

個人別に千円未満を切り捨てた額と

する。）とする。 

【例：選定申請書】 

○個人別従事予定単価： 

＠17,155 円/人日 

○補助対象経費： 

＠17,155 円/人日×100 人＝ 

1,715,500 円 

○補助金の額：1,715 千円 

 

・完了報告書に係る技術料の単価は、

技術料を補助対象とする個人ごとの

1日あたりの従事単価（以下「個人別

従事実単価」という。）とし、個人別

従事実単価に当該事業の従事実日数

を乗じて得た額を補助の対象経費

（補助金の額にあっては、個人別に

千円未満を切り捨てた額とする。）と

する。 

【例：完了報告書】 

○個人別従事実単価： 

＠17,097 円/人日 

○補助対象経費： 

＠17,097 円/日×93人日＝ 

1,590,021 円 

○補助金の額：1,590 千円  

・退職給与 

・時間外勤務手当 

・退職給与引当金 

アルバイト賃

金 

・補助事業に係るアルバイトに対

する賃金、社会保険料、諸手当

（退職給与は除く。）であるこ

と。 

 

・事業実施主体のアルバイトに対する

賃金については、補助事業以外の業

務と明確な区分ができていること。 

・按分により費用を算出したものにつ

いては、算出根拠を明示できること。 

 

 



 

（様式１） 
 

平成  年 月 日 
 

平成 22年度地方競馬全国協会畜産振興事業応募書 
                

受付番号 

 

 （記入しないでください） 

 

応募事業区分 ・ 畜産振興補助事業    ・ 競走馬生産振興事業 

応募事業名  

注１）応募事業区分は、該当する事業区分名に「○」を記入してください。 

注２）応募事業名は、別表１又は別表２の事業名を記入してください。 
 

応募団体名  

住  所 〒 

代 表 者 
役 職 名 
（フリガナ） 

氏   名                         ㊞ 

 
 

連絡先 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

担当者名 
所属部署 
職  名 
郵便番号 
住  所 
電話番号 
ファクシミリ 

メールアドレス 

 

 

注）連絡先の住所が上記応募団体の住所と同一の場合は、「同上」としてください。 



 

 
１ 応募団体の設置目的と応募事業との適格性について 
【定款等に規定された内容等に基づき、簡潔に記入してください。】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 応募事業を実施するに足りる応募団体の事業実績について 
【当該事業に関連する事業（事業名と事業概要）について過去３か年分（年度別）の実績

を含めて簡潔に記入してください。】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（様式２） 
事 業 実 施 体 制  

 

応募事業区分 ・ 畜産振興補助事業    ・ 競走馬生産振興事業 

応募事業名  

応募団体名  

注１）応募事業区分は、該当する事業区分名に「○」を記入してください。 
注２）応募事業名は、別表１又は別表２の事業名を記入してください。 
 

１ 応募団体の組織体制 
 
（１）事業執行体制   

区 分 所 属 氏 名 備 考 

事業責任者    

担当者    

  注）事業責任者又は担当者が複数の場合、業務所掌を備考欄に明記してください。 
決裁経路 
 

  注１）決裁経路を常勤・非常勤役員を含めて模式図等により簡潔に記入してください。 
  注２）業務執行規程や決裁権限規程などの事業執行体制を定めた規程について、応

募団体の活動がわかる資料として別途添付している場合、その旨を記してくだ

さい。 
 
（２）経理執行体制   

区 分 所 属 氏 名 備 考 

経理責任者    

担当者    

  注）経理責任者又は担当者が複数の場合、業務所掌を備考欄に明記してください。 
決裁経路 
 

  注１）決裁経路を常勤・非常勤役員を含めて模式図等により簡潔に記入してください。 
  注２）業務執行規程や決裁権限規程などの事業執行体制を定めた規程について、応

募団体の活動がわかる資料として別途添付している場合、その旨を記してくだ

さい。 



 

 
２ 応募事業を間接補助事業として行う場合の事業執行体制 

  
 応募事業を間接補助事業として補助金を交付する事業の場合、間接補助事

業者との補助金交付等の手続きについて、模式図等により簡潔に記入してく

ださい。 
 
補助金交付等の手続き  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 応募事業を委託して行う場合の事業執行体制 
   

応募事業を委託して行う場合、委託事業の範囲、事業の委託先との間で行

う委託費支出等の手続きについて、模式図等により簡潔に記入してください。 
 
委託事業の範囲、委託費支出等の手続き  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

（様式３） 
事 業 計 画 書 

 

応募事業区分 ・ 畜産振興補助事業    ・ 競走馬生産振興事業 

応募事業名  

応募団体名  

注１）応募事業区分は、該当する事業区分名に「○」を記入してください。 
注２）応募事業名は、別表１又は別表２の事業名を記入してください。 
 
＊畜産振興補助事業にあっては、畜産要綱様式第１号の７に、競走馬生産振興事業にあ

っては、競走馬要綱様式第１号の７に準じて作成してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

（様式４） 
 
 

応募団体における応募事業に関する取組等 
 

応募事業区分 ・ 畜産振興補助事業    ・ 競走馬生産振興事業 

応募事業名  

応募団体名  

注１）応募事業区分は、該当する事業区分名に「○」を記入してください。 
注２）応募事業名は、別表１又は別表２の事業名を記入してください。 
 

１ 応募事業の遂行について 
【応募事業の趣旨・目的・内容を踏まえ、どのように遂行するか簡潔に記入してください。】 
 
 
 
 
 
 
２ 応募事業により交付される補助金の適正な執行について 
【交付される補助金に係る応募団体の収支決算の処理について簡潔に記入してください。】 
 
 
 
 
 
３ 都道府県の区域内を事業区域とする団体にあっては、当該都道府県との関

係について 
【応募事業に係る連絡調整体制を含めて簡潔に記入してください。】 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（様式５） 

平成 22 年度畜産振興補助事業に係る調査票 

（Ⅱ-(1)地域畜産支援指導等体制強化） 

 

応募団体名：      

 

本調査は、公募要領 6(1)ウに掲げる応募団体が作成する書類です。本調査の

対象期間は、原則として平成 21 年度（平成 21 年 4 月～平成 22 年 3 月）とし、

以下の設問について、その実績・実績見込み及び計画をご記入願います。 

 

ア 畜産経営支援指導実施体制の整備状況（21年度見込み） 

１ ワンストップサービスの実施状況とその具体的な内容（21 年度見込み） 

    有 ・ 無 

「有」の場合には、平成 21年度に実施したワンストップサービスの主要な例を記載すること。 

 

 

※ ワンストップサービスとは、日常の生産活動の中で経営者が必要とする様々な情報や、

疑問・課題の解決のために必要な専門知識などについて、そこに照会すれば、その場で情

報を得られるか、必要に応じ専門家や組織等につなぐといった、地域における窓口機能の

ことを言う。 

 

２ 経営指導業務従事者の設置状況（21 年度見込み） 

    常勤経営指導業務従事者 （   ）人 

     〔うち総括畜産コンサルタント資格保有者（   ）人〕 

非常勤経営指導業務従事者（   ）人 

     〔うち総括畜産コンサルタント資格保有者（   ）人〕 

※ 21 年度の設置数を記入すること。 

 

３ 指導実績（21 年度見込み） 

   個別指導件数 延べ（    ）件 

集合指導件数 延べ（    ）人、延べ（    ）件 

※ 個別・集合指導件数の 21年度見込みを記入すること。 

 

４ 経営診断の有料化の有無（21 年度見込み） 

    有 ・ 無 

    ⇒ 有の場合はその対象件数と収入総額 

（     ）件、収入総額（            ）円 



 

※ 対象件数は実件数を、収入総額は有料化によって、直接生産者等から得た収入の総額に

ついて、21年度見込みを記入すること。 

 

５ 管内の畜産農家戸数と認定農業者（畜産）の数（21 年度見込み） 

    畜産農家戸数     （     ）戸 

認定農業者（畜産）（     ）人 

     うち応募団体が支援指導に関与した人数（      ）人 

認定農業者に準ずる者数（       ）人 

うち応募団体が支援指導に関与した人数（      ）人 

※ 管内の畜産農家戸数と畜産の認定農業者数について、21年度見込みを記入すること。 

 

イ 公的事業実施体制の整備状況(21 年度見込み) 

１ 生産者と消費者で構成される協議会等の設置状況（21 年度見込み） 

    有 ・ 無     開催回数 延べ（   ）回 

協議会等の名称 

 

 

※ 協議会等の名称は、応募団体が事務局をもっている協議会等を言う。開催回数は、延べ

回数について、21年度見込みを記入すること。 

 

２ 学校教育と連携状況（総合学習等への関与）（21 年度見込み） 

    出前授業 延べ（   ）回、資料提供 延べ（   ）回 

    その他（               ）延べ（    ）回 

※ 応募団体が、総合学習に協力（出前授業、資料提供等）した回数で、21 年度見込み延

べ回数を記入すること。その他は、出前授業・資料提供以外の協力内容があれば、具体的

に記入すること。 

 

３ 食育等の推進状況 (21 年度見込み） 

    研修会 延べ（   ）回 

消費者等を対象とする各種ツアー 延べ（   ）回 

その他（               ）延べ（   ）回 

※ 応募団体が主となって実施した内容について、21年度見込み延べ回数を記入すること。 

その他は、研修会・各種ツアー以外の事例があれば具体的に記入すること。 

 

４ 畜産情報の提供状況（21 年度見込み） 

  (1) 情報提供のためのホームページ公開の有無（有・無） 

  (2) ホームページを公開している場合の年間ページレビュー（     ） 

※  平成 21年 4月 1日から平成 21年 12 月 31 日までの総アクセス数（ページビュー）を記



 

入すること。不明な点がある場合には、契約している機器等の管理者等に確認してくだ

さい。 

 

５ 出版物・パンフ等の配布状況（非売品に限る）(21 年度見込み) 

    出版物（   種）（名称：                  ） 

    パンフ（   種）（名称：                  ） 

    その他（   種）（名称：                  ） 

※ 消費者等を対象とする出版物・パンフ等を自ら作成して配布した種類とその名称を、21

度見込みで記入すること。 

 

ウ 地域畜産の活性化推進体制の状況（22年度計画） 

平成 22 年度に「地域畜産の活性化」を図るための具体的な事業を実施され

る場合は、当該事業の計画（案）を記載すること。 

（例）1 ○○活性化推進事業（地全協補助対象計画事業） 

(1) 実施時期：平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31 日 

(2) 連携機関：県、生産者、国立大学、消費者 

(3) 事業内容：○○の活性化を図る観点から、連携機関の協力を得て、○○行う。 

  (4) 期待される成果：○○○・・・・○○○。 

 

（例）2 ○○活性化推進事業 

(1) 実施時期：平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31 日 

(2) 連携機関：県 

(3) 事業内容：○○の活性化を図る観点から、県の協力を得て、○○行う。 

  (4) 期待される成果：○○○・・・・○○○。 

 

※ 応募団体が事務業務のみを受託している事務受託業務、又は応募団体内に事務局を設置

している事務局業務は、対象とならないので留意すること。 
なお、複数の事業を計画している場合には、地全協の補助対象事業として計画している

事業名の後に（地全協補助対象計画事業）と記載すること。 

 

エ 馬事・畜産普及啓発の推進体制の状況（21年度見込み及び 22年度計画） 

１ 馬事・畜産普及啓発の実施状況(地方競馬支援、畜産フェア等）(21 年度見込み） 

    地方競馬支援 延べ（   ）人、延べ（   ）回 

畜産フェア  延べ（   ）人、延べ（   ）回 

    その他（       ）、延べ（   ）回、延べ（   ）回 

※ 応募団体が主となって実施した地方競馬支援等の実施回数等について、21 年度見込み

を記入すること。その他は、地方競馬支援・畜産フェア以外の事例があれば具体的に記入

すること。 

 



 

２ 平成 22 年度に「馬事・畜産普及啓発」を図るための具体的な事業を実

施される場合は、当該事業の計画（案）を記載すること。 

（例）馬事・畜産普及啓発推進事業（地全協補助対象計画事業） 

(1) 実施時期：平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31 日 

(2) 連携機関：○○地方競馬、県 

(3） 実施場所：○○競馬場 

(4) 事業内容：馬事・畜産の普及啓発を図る観点から、連携機関の協力を得て、畜産フ

ェアを行う。 

  (5) 期待される成果：○○○・・・・○○○。 

 

※ 応募団体が事務業務のみを受託している事務受託業務、又は応募団体内に事務局を設置

している事務局業務は、対象とならないので留意すること。 
なお、複数の事業を計画している場合には、地全協の補助対象事業として計画している

事業名の後に（地全協補助対象計画事業）と記載すること。 

 

オ 応募団体の事業実施体制の状況（20年度実績） 

１ 補助及び受託事業の実施状況（件数、金額等）（20年度実績） 

 
補助・受託事業 件数 

事業費 

(円) うち役職員人件費 うち臨時人件費 

１ 都道府県単事業     
２ 地全協事業     
３ その他（中央団体等）     

合   計     

※ 20 年度に実施した補助事業と受託事業の件数と事業費について記入すること。 

 

２ 自主財源の確保状況（20年度実績）                  

 
自主財源確保のため

の事業名称等 

事業収入 

（円） 
うち役職員給与・ 

退引充当額 

うち臨時人件費

充当額 

左記以外の 

充当額 

     

     

     

     

合   計     

※ 応募団体が自ら自主財源を確保するために実施した 20 年度の内容を記載すること。な

お、会費収入等の基幹的な収入は記載しないこと。 
 
 



 

３ 会費等の徴収状況(20 年度実績) 

    会 費 収 入（       ）千円 
    その他収入（       ）千円（内容：           ） 

※ 平成 20 年度の会費収入について記入すること。その他には会費収入以外の収入を記入

すること。 
  
４ 都道府県からの人的補助（派遣・出向）の状況（20 年度実績） 

    派遣（    ）人、出向（    ）人 
※ 人件費は都道府県負担で、都道府県から派遣・出向している 20年度の役職員数を記入

すること。 

 
５ 都道府県からの人件費補助の状況（20 年度実績） 

    役職員設置のため、都道府県からの直接的な人件費補助の有無。 
有 ・ 無  ⇒ 有の場合はその名称と金額を記入。 
(名称              ）、（金額       千円） 

 
６ 都道府県からの事務所等経費の補助状況（20 年度実績） 

    都道府県からの事務所等経費の補助の有無。 
有 ・ 無  ⇒ 有の場合はその名称と金額を記入。 
(名称              ）、（金額       千円） 

※ 事務所経費以外では、光熱費負担、物品提供等の都道府県からの補助(援助)を想定。 



 

（様式６） 
 

 

  年  月  日 

 

推   薦   書 

 

 

都道府県知事名         

 

 

 畜産振興補助事業（Ⅱ－（１）地域畜産支援指導等体制強化）の応募団体に

つきましては、下記のとおり推薦いたします。 

 

 

記 

 

１  推薦する応募団体名 

 

 

    

 ２  推薦理由 



 

（様式７） 

応募書類チェックシート 
 

 

応募事業区分 ・ 畜産振興補助事業    ・ 競走馬生産振興事業 

応募事業名  

応募団体名  

注１）応募事業区分は、該当する事業区分名に「○」を記入してください。 

注２）応募事業名は、別表１又は別表２の事業名を記入してください。 

 

応募団体チ

ェック欄 
様 式 応 募 書 類 

提出 

部数 

事務局チェッ

ク欄（＊） 

□ 様式７ 応募書類チェックシート １部 □ 

□ 様式１～４ 畜産振興事業応募書 ８部 □ 

□  応募団体の活動がわかる資料 ２部 □ 

□  
平成 20 事業年度の事業及び決算報告

書 
２部 □ 

□  

受付確認用返信はがき（はがきの表面に応

募団体名、郵便番号及び住所を記載してくださ

い。また、私製はがきをご利用の場合は、50円切

手を貼付してください。） 

１葉 □ 

 

＊公募要領６(１)ウの関係【別表１のⅡ－(１)：都道府県の区域内を事業地区として行う団体】 

応募団体チ

ェック欄 
様 式 応 募 書 類 

提出 

部数 

事務局チェッ

ク欄（＊） 

□ 様式５ 平成 22年度畜産振興補助事業に係る調査票 １部 □ 

□ 様式６ 都道府県の推薦書 １部 □ 

注１）応募書類について漏れがないか本紙でチェックのうえ、本紙を応募書類の一番上面

にして提出してください。 

注２）本紙は、応募事業１件ごとに１枚作成してください。 

注３）事務局チェック欄（＊）には記入しないでください。 



参考

（記入例）

応募事業名：

受付番号：
又は官製
はがき

（注１）応募事業名の下に下線を引いてください。

＊応募事業名をご記入ください。

＊枠線内は空欄にてお願いします。

（注２）受付番号の下に枠線を引いてください。

受付確認用返信はがきの作成について

50円切手
貼付

郵便番号

　応募書類の受付けを通知しますので、以下の記入例に基づき作成したはがき（官
製はがきでも結構です。）を応募事業1件につき1枚同封してください。
　なお、はがきの記載にあたっては、手書きでもプリンターを使用してもどちらでも結
構です。

団
　
体
　
住
　
所

代
　
表
　
者
　
氏
　
名

受付通知書




